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聞こえの程度と障害等級

世界保健機関（WHO）の規定
身体障害手帳

等級
聞こえの特徴聴覚障害

聴力レベル

（デシベル）

正常聴力0 〜 10

26-40dB Slight Impairment

正常聴力

20

医師との相談
補聴器使用30

41-60dB Moderate Impairment

中等度難聴

40

補聴器の常時使用
普通の会話が聞
きづらい50

61-80dB Severe Impairment
大きな声での会
話も聞きづらい60

補聴器の常時使用
手話・読話の習得

(1)両耳平均聴力70dB以上
(2)一側耳90dB以上・他側耳
50dB以上

６級
会話者が40cm以
上離れると話が
理解できない

高度難聴

70

81dB以上 Profound Impairment

(1)両耳80dB以上
(2)両耳による普通話声の最良
語音明瞭度が50％以下

４級
耳元で話されて
も話が完全には
わからない

80

補聴器効果が制限的
手話・読話必須

両耳90dB以上３級
耳元で大声を出
しても理解が難
しい

90

両耳100dB以上
（両耳全ろう）

２級
日常会話ほぼ不
可能、大声以外
で反応難しい

重度難聴

100

110

120



標準純音聴力検査による場合 聴取距離による場合

2
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以
上のもの

両耳全ろう 4 両耳を全く聾した者 92%以上

3 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
耳介に接しなければ大声語を理解し得ない
もの

4

両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの

両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が
50パーセント以下のもの

耳介に接しなければ話声語を理解し得ない
もの 6

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す
ることができない程度になつたもの、また
は一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチ
メートル以上の距離では尋常の話声を解す
ることができない程度になつたもの

67%以上

6

両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの

一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他
側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

40cm以上の距離で発声された会話語を理解
し得ないもの 7

両耳の聴力が四十センチメートル以上の距
離では尋常の話声を解することができない
程度になつたもの、または一耳を全く聾し
他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋
常の話声を解することができない程度にな
つたもの

56%以上

9

両耳の聴力が1m以上の距離では尋常の話声
を解することができない程度になったもの

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す
ることができない程度になり他耳の聴力が
1m以上の距離では尋常の話声を解すること
が困難である程度になったもの

一耳を全く聾したもの

35%以上

2025年11月20日参議院内閣委員会　日本共産党大門実紀史提出資料②

出典：全難聴（一般社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会）機関誌「難聴者の明日」ＮＯ165号掲載資料をもとに大門実紀史事務所作成（傍線を追加）

身体障害者福祉法における聴覚障害の定義と労働基準法における聴覚障害等級との比較

身体障害者福祉法における聴覚障害程度等級表
労働基準法施行規則による聴覚障害等級 労働能力喪失率級級



出典：東京都資料より作成
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都区市町村内の高齢者に対する補聴器等の支給について（2014年度～2024年度）
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2024年度 国への東京都の予算要求より、補聴器補助について


